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研究成果の概要（和文）：社会的統制手段の典型の一つである法について、他の統制手段との比較問題に重点を
置いた研究を行なった。また、監視・記録技術とプライバシーへの懸念について、前者に関する技術的調査を進
めるとともに、特にプライバシー概念の再検討・整理を通じた理論的再検討を試みた。自律的な個人を基礎とす
る法に対抗する統治原理の有力な候補である功利主義については、その性質と発展の系譜を整理する作業を行な
い、比較の基礎を構築することを試みた。一方、法については民主的な立法過程の性格とその直面している問題
について検討し、立法学研究の一環としての成果を公表している。

研究成果の概要（英文）：Mainly proposed the comparative research between law, as a typical mode of 
regulation on society, and other modes. Through technological survey on surveillance and recording, 
theoretical investigation and reorganization on the notion of privacy was pursued. On utilitarianism
 as a prominent alternative of governing principle to law based on modern person, through survey 
over its character and history of development, foundation for further comparison was established. On
 law, on the other hand, the character and current problems in the democratic legislative process 
was investigated to form a part of general study on legislation.

研究分野： 法哲学
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  ２版

令和

研究成果の学術的意義や社会的意義
特に情報化社会において発達しつつある監視技術の問題に注目し、行為前に可能性自体を消去する権力の存在を
指摘したこと、それ自体は各個人の幸福を意図して導入されたものだが、個人の自己決定と自律性という近代社
会の基礎を損なう側面があることを指摘した点が極めて重要である。 
また、立法プロセスに関する民主的統制の中心的理念と考えられる立憲主義について検討を進めた点は、この問
題が社会的注目を集めている点からも重要である。我が国における法解釈と法システム利用の特徴について解説
する英語論文を公刊したことは、国際的な知的貢献としても価値のあるものと言うことができる。



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 
１．研究開始当初の背景 
(1) 社会的統制手段としての法  法が、個人の行動をコントロールするためのさまざまな手
法の一つとして、たとえば規範や市場と並列的に捉えられるものであることは、すでに 1920
年代のリアリズム法学において意識されていた。「法と経済学」も、二つの手段を連続的に把握
する意味においてはこの視点と通底している部分がある。 
 しかし、近年においてそのような見方が注目される契機となったのは、行為を取り巻く物理
的空間を操作し、行為可能性自体を消去することによって個人の行動をコントロールする「ア
ーキテクチャ」という概念を提起し、従来から存在してきた法・市場・規範という統制手段と
並べたローレンス・レッシグの研究であろう(Lawrence Lessig, CODE: and other Laws of 
Cyberspace, Basic Books, 2000)。レッシグは、特にプログラムの内容を通じてソフトウェア
企業が利用者の行動をコントロールすることができるコンピュータ・ネットワークの世界に注
目し、国家以外の民主的な正統性を持たない組織が我々の行為可能性を大きく制約しうる可能
性を秘めていることを指摘した。 
 研究代表者は、特に情報化社会において発達しつつある監視技術の問題に注目し、それが果
たす機能が逸脱行為への制裁という事後的なものから、行為前にその可能性自体を消去すると
いう事前的なものへと変化してきていること、それ自体はむしろ各個人の幸福を意図して導入
されているものだが、個人の自己決定と自律性という、近代社会の基礎となっている要素を傷
つける側面があることを指摘してきた(大屋雄裕「情報化社会における自由の命運」、同『自由
とは何か』)。その際、アーキテクチャについてはレッシグのように情報ネットワーク上の問題
に限定していくのではなく、その本来の意義である建築・設計など行為の物理的環境の問題と
して広く適用を考えてきた点を特徴としている。 
(2) 統制問題の複雑化と「秩序の哲学」の構想  その過程において、さらに法の世界におい
てもグローバライゼーションを契機とした統制主体の多様化と統制範囲の錯綜化という現象が
みられること(同「分散する規制、分散する主体」)、アーキテクチャと法の関係だけでなく市
場・規範なども含んだ多様な統制手段の相互関係を分析する必要を主張してきた。 
 本研究ではこれらの成果を踏まえ、①アーキテクチャなどの統制手段と近代的個人の関係と
いう従来の研究関心をさらに追求するとともに、②アーキテクチャと法だけでなく他の統制手
段との関係も含めて分析することを通じ、③国家による中心的な統制手段である法を主要な対
象としてきた「法の哲学」を、さまざまな統制手段によって形成される「秩序」とその手段の
関係を分析する「秩序の哲学」へと拡大・再編することを目指した。 
 
２．研究の目的 
 情報化社会の到来や世界全体のグローバライゼーションによって、個人の行動や存在を規定
する「統制」の手段と主体はともに多様化しつつある。本研究は、そのような多様化が現在の
法・政治システムの基礎である「個人」の存在にどのような影響をもたらすかを検討し、さま
ざまな統制手段の相互関係を分析することにより、法を含む統制手段によって形成される「秩
序」の哲学を構築することを通じて、個人の自律性と矛盾せず十分に効率的な統制のあり方を
探ろうとするものであった。 
 
３．研究の方法 
 研究期間においては、以下を明らかにすることを試みた。①特に監視技術によって実現され
る配慮(care)に満ちた社会が個人の自律性に及ぼす影響について、従来の研究を踏まえた成果
発表を行ない、その反応を以後の研究に反映させること。②また、規範と法の関係、統制手段
としての市場の性質など、従来の研究では十分に展開されていなかった部分についての理論的
検討を進め、一定の結論を得ること。③さらに、それらの成果を統合して「秩序の哲学」の基
本構想を示すとともに、隣接分野の研究者等とも共有可能な研究の基本的枠組を形成すること。 
 またこのため、以下のような方法論を採用した。文献調査と理論的な分析を中心とするが、
隣接分野を含めた関係研究者との意見交換を積極的に行なうことによって学際的な研究の位置
付けに意識的に研究を遂行する。また、必要に応じて研究補助者を活用し、資料収集や整理な
どを効率的に実施する。情報収集・蓄積については情報技術を適切に利用し、研究の効率的な
実施を実現する。 
 
４．研究成果 
 社会的統制手段の典型の一つである法について、他の統制手段との比較問題に重点を置いた
研究を展開した。また、監視・記録技術とプライバシーへの懸念について、プライバシー概念
の再検討・整理を通じた理論的再検討を進め、国際的・学際的な研究会において報告し、議論
を深めた。国際会議の成果については英語論文として、学際的研究会の内容については日本語
論文として出版されている。また、統制の主体が人間ではなく AI・プログラムに置き換えられ
る可能性が情報科学の進歩に伴って生じつつある事態を前提に、非=人格的な行為主体が登場し
た場合の責任分配のあり方とその法的統制、AI などにおける責任概念のあり方、AI と人格の関
係等について検討し総務省において組織された会議、学際的な研究会等において議論を行なっ
た。その一部は国際会議において報告され、英語論文として出版されている。 
 民主的な立法過程の性格とその直面している問題を中心的な課題の一つとし、その統制の中



心的理念の一つである立憲主義についての検討を進めた部分については、複数の論考として公
表した。また、我が国における法解釈と法システム利用の特徴を比較法的観点から扱った英語
論文も公刊している。 
 このように近代的な個人の内実について功利主義・認知科学・複雑系科学など他分野の成果
を用いつつ解明するという目的はかなりの程度実現した。しかしそのような個人像と法という
特殊な統制手段との内的連関については独力で研究を継続することに一定の限界があると考え
たことから、法哲学の内部のみならず憲法学、特に具体的な統治機構との関係で複数の専門家
の観点を加えることによって多元的に分析することが必要だと自覚するに至り、終了前年度応
募により後継的な性格を持つ共同研究（18H00791 基盤研究(B)「憲法の基礎理論とその哲学的
再構想」）へと展開している。 
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